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   Ａ６１Ｋ  31/497    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/18     (2006.01)
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【ＦＩ】
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   Ｃ０７Ｄ  471/04     １１３　
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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月6日(2016.6.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉの化合物
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【化１】

またはその薬学的に許容される塩であって、式中、
　　　　Ｘ１は、ＮまたはＣＲ４であり、
　　　　Ｘ２は、ＮまたはＣＲ５であり、
　　　　ここで、Ｘ１およびＸ２の０～１つは、Ｎであり、
　　　　ｐおよびｑのそれぞれは、独立して、１または２であり、ここで、ｐおよびｑの
和は、２または４であり、
　　　　各Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、独立して、水素またはハロである、
化合物またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２】
　Ｘ１はＮであり、Ｘ２はＣＨである、請求項１に記載の化合物、またはその薬学的に許
容される塩。
【請求項３】
　Ｘ１はＣＨであり、Ｘ２はＮである、請求項１に記載の化合物、またはその薬学的に許
容される塩。
【請求項４】
　Ｘ１はＣＨであり、Ｘ２はＣＨである、請求項１に記載の化合物、またはその薬学的に
許容される塩。
【請求項５】
　ｐおよびｑの和は、４である、請求項１に記載の化合物、またはその薬学的に許容され
る塩。
【請求項６】
　ｐおよびｑの和は、２である、請求項１に記載の化合物、またはその薬学的に許容され
る塩。
【請求項７】
　Ｒ２はフルオロである、請求項１～６のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬学
的に許容される塩。
【請求項８】
　Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３のうちの１つは、水素である、請求項１～７のいずれか１項に
記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項９】
　Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３のうちの２つが、水素である、請求項１～８のいずれか１項に
記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１０】
　Ｒ１、Ｒ２、およびＲ３は、水素である、請求項１～６のいずれか１項に記載の化合物
、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１１】
　Ｒ１およびＲ２のうちの１つが、フルオロである、請求項１～６のいずれか１項に記載
の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１２】
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　Ｒ１およびＲ２のうちの１つが、クロロである、請求項１～６のいずれか１項に記載の
化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１３】
　Ｒ１は、フルオロまたはクロロである、請求項１～６のいずれか１項に記載の化合物、
またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１４】
　Ｒ１は水素であり、Ｒ２はクロロまたはフルオロである、請求項１～６のいずれか１項
に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１５】
　Ｒ１はクロロまたはフルオロであり、Ｒ２は水素である、請求項１～６のいずれか１項
に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項１６】
　以下である、請求項１に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩：
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【表１】
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【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の化合物またはその薬学的に許容される塩と、薬
学的に許容される賦形剤とを含む、薬学的組成物。
【請求項１８】
　ＰＤＥ１０阻害剤により治療することができる認知障害を治療するための、請求項１７
に記載の薬学的組成物。
【請求項１９】
　前記障害は、統合失調症、ハンチントン病、肥満、双極性障害、または強迫性障害であ
る、請求項１８に記載の薬学的組成物。
【請求項２０】
　請求項１に記載の式（Ｉ）の化合物を調製する方法であって、式（Ｉ）の化合物を調製
するために、
　（ａ）　式３の化合物を、式５の化合物と反応させるステップであって、

【化２】

式中、Ｘ１、Ｘ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、ｐ、およびｑは、式（Ｉ）の化合物において定義
される通りであり、式中、ＬＧ１は、脱離基であり、Ｍは、金属部分であり、溶媒および
触媒の存在下である、ステップ、
　または
　（ｂ）　式２の化合物を、式４の化合物と反応させるステップであって、
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【化３】

　　　式中、Ｘ１、Ｘ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、ｐ、およびｑは、式（Ｉ）の化合物におい
て
　　　定義される通りであり、ＬＧ２は脱離基であり、溶媒および塩基の存在下である、
　　　ステップを含む、方法。
【請求項２１】
　式

【化４】

　　　（４）の化合物、またはその薬学的に許容される塩であって、式中、ｐおよびｑの
それぞれは、独立して、１または２であり、ｐおよびｑの和は、２または４である、化合
物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２２】
　ｐおよびｑの和は、４である、請求項２１に記載の化合物、またはその薬学的に許容さ
れる塩。
【請求項２３】
　ｐおよびｑの和は、２である、請求項２１に記載の化合物、またはその薬学的に許容さ
れる塩。
【請求項２４】
　式
【化５】

　　　（５）の化合物、またはその薬学的に許容される塩であって、
　　　　式中、
　　　　Ｘ１は、ＮまたはＣＲ４であり、
　　　　Ｘ２は、ＮまたはＣＲ５であり、
　　　　ここで、Ｘ１およびＸ２の０～１つは、Ｎであり、
　　　　ｐおよびｑのそれぞれは、独立して、１または２であり、ここで、ｐおよびｑの
和は、２または４であり、
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　　　　各Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ５は、独立して、水素またはハロであり、
ＬＧ１は脱離基である、化合物、またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２５】
　ｐおよびｑの和は、４である、請求項２４に記載の化合物、またはその薬学的に許容さ
れる塩。
【請求項２６】
　ｐおよびｑの和は、２である、請求項２４に記載の化合物、またはその薬学的に許容さ
れる塩。
【請求項２７】
【化６】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２８】

【化７】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項２９】
【化８】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項３０】
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【化９】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項３１】
【化１０】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項３２】
【化１１】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項３３】

【化１２】

　　　　である、化合物、
　　　　またはその薬学的に許容される塩。
【請求項３４】
　請求項２７～３３のいずれか１項に記載の化合物、またはその薬学的に許容される塩と
、薬学的に許容される賦形剤と、を含む、薬学的組成物。
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【請求項３５】
　ＰＤＥ１０阻害剤により治療することができる認知障害を治療するための、請求項３４
に記載の薬学的組成物であって、前記障害は、統合失調症、ハンチントン病、肥満、双極
性障害、または強迫性障害である、薬学的組成物。
【請求項３６】
　前記状態は、統合失調症であり、前記阻害剤は好適な統合失調症薬と組み合わせられる
、請求項１９に記載の薬学的組成物。
【請求項３７】
　前記状態は、統合失調症であり、前記阻害剤は好適な統合失調症薬と組み合わせられる
、請求項３５に記載の薬学的組成物。
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